
(1)

〈発行〉 中央区 　〈編集〉 企画部広報課　中央区築地一丁目1番1号　（代表）☎（3543）0211 平成25年（2013年）６月１日（土曜日）No.１１７９

中央区ホームページ　http://www.city.chuo.lg.jp（「区のおしらせ　中央」もご覧いただけます）

中
央
区
長

 

や 

だ 

よ 

し 

ひ 

で

「区のおしらせ　中央」は毎月１日、11日、21日の月３回発行。次回６月11日号は新聞折込です。
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住民税の公的年金からの特
別徴収制度について
介護保険サービスをご利用
の皆さんへ
平成25年度国民健康保険料
納入通知書の送付
保健・医療・福祉／講座／
スポーツ／催し物／税／国
保・年金／その他

今号の主な内容

／６ １

人口と世帯� 5月1日現在（前年同期）

人　口�住民基本台帳130,168（121,858）
〔うち外国人�4,845 （　－　）〕

　男� 62,017（57,826）
〔うち外国人�2,494 （　－　）〕

　女� 68,151（57,826）
〔うち外国人�2,351 （　－　）〕

世　帯� 75,331（70,456）
昼間人口（平成22年国勢調査） 605,926

こ
の
ほ
ど
、
生
涯
学
習
の
柱

で
あ
る
中
央
区
民
カ
レ
ッ
ジ
の

入
学
式
が
、
記
念
講
演
に
日
野

原
重
明
・
聖
路
加
国
際
病
院
名

誉
院
長
を
お
迎
え
し
て
盛
大
に

開
か
れ
ま
し
た
。

カ
レ
ッ
ジ
は
基
本
の
講
座
、

趣
味
の
講
座
、
連
携
講
座
か
ら

成
る
「
ま
な
び
の
コ
ー
ス
」
、

60
歳
以
上
の
同
世
代
の
仲
間
と

楽
し
く
学
べ
る
「
シ
ニ
ア
コ
ー

ス
」
、
さ
ら
に
学
習
の
成
果
を

地
域
に
い
か
す
た
め
の
「
生
涯

学
習
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
コ
ー
ス
」

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
年
間
の
単
位
制
と
な
っ
て

お
り
、
前
期
・
後
期
合
わ
せ
て

約
80
の
講
座
が
あ
り
、
必
要
単

位
の
取
得
者
に
は
「
修
了
証
」

が
授
与
さ
れ
ま
す
。
講
座
に
は

子
ど
も
と
本
と
の
出
会
い
や
地

域
と
図
書
館
を
つ
な
ぐ
活
動
を

目
指
す
「
よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
養
成
講
座
」
や
慶
應
義

塾
大
学
の
「
く
す
り
を
上
手
に

使
う
た
め
の
薬
学
入
門
」
な
ど

も
あ
り
ま
す
。
本
年
度
の
新
入

生
は
２
３
３
名
で
、
在
籍
者
は

６
０
７
名
と
な
り
ま
し
た
。

今
年
10
月
４
日
、
１
０
２
歳

に
な
ら
れ
る
日
野
原
先
生
は
講

演
で「
自
分
の
運
命
は
自
分
で
デ

ザ
イ
ン
で
き
る
」
と
い
う
哲
学

者
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
葉
を
紹
介

し
な
が
ら
、
自
分
の
運
命
は
自

分
で
挑
戦
す
る
こ
と
で
つ
く
っ

て
い
こ
う
と
呼
び
掛
け
ま
し
た
。

　
毎
週
日
曜
日
に
開
庁
し
て
い
る

区
役
所
１
階
の
窓
口
は
６
月
30
日

（
日
）は
月
末
に
あ
た
る
た
め
開
庁

し
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
日
の
夜
間
や
区
役
所

の
閉
庁
日
で
も
、
自
動
交
付
機
や

電
話
予
約
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

住
民
票
の
写
し
と
印
鑑
登
録
証
明

書
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

自
動
交
付
機
の
利
用

　
「
印
鑑
登
録
証・区
民
カ
ー
ド
」

を
お
持
ち
の
方（
暗
証
番
号
の
登

録
を
し
て
い
る
方
に
限
り
ま
す
）

は
、
区
役
所
と
日
本
橋
・
月
島
区

民
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
て
い
る

「
自
動
交
付
機
」を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
住
民
票
の
写
し
と
印

鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
時
間

　
午
前
７
時
～
午
後
９
時
30
分

電
話
予
約
に
よ
る
申
込
み

　
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
予
約
を
す

る
と
区
役
所
１
階
の
巡
視
室
窓
口

で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
込
受
付
日
時

　
月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

交
付
日
時

・
月
～
金
曜
日

　
午
後
５
時
15
分
～
９
時
30
分

・
土
曜
日
、
日
曜
開
庁
し
て
い
な

い
日
曜
日
、
祝
日

　
午
前
９
時
～
午
後
９
時
30
分

◎
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

・
区
民
生
活
課
総
合
窓
口
係
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３
５
４
６
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３
２
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・
区
民
生
活
課
戸
籍
係

 

☎（
３
５
４
６
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３
１
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・
保
険
年
金
課
資
格
係
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４
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６
２

“共食”っていいね！
家族と一緒今

食
月
育

は
月 間

毎年６月は﹁食育月間﹂
毎月19日は﹁食育の日﹂

この機会に家族そろって食卓を囲む
「共食」を見直してみませんか？

きょう しょく

中央区食育野菜キャラクター

　「共
きょう

食
しょく

」とは、誰かと食事を共にすることです。なかでも、
家族と共に食事をとりながら楽しくコミュニケーションを図
る「共食」は食育の原点であり、特に子どもへの食育を推進
する大切な時間と場になります。
　そこで区では、日常生活の基盤である家庭において、家族
と一緒に楽しく食べる機会をサポートするための取り組みを
推進していきます。共食をすすめるためには、家庭や地域社
会での工夫と努力が必要ですが、それぞれの家庭で比較的家
族が集まりやすい休日や朝の時間を家族と一緒に食事をする
機会にしてみてはいかがでしょうか。

◎問合せ先　中央区保健所健康推進課栄養担当　☎（3541）4260

６
月
30
日（
日
）区
役
所
１
階
の
窓
口
は
お
休
み
し
ま
す

始めよう！「家族そろって朝ごはん」

　１日３回の食事の中で、朝食の
時間は、多くの家庭において、家
族がそろいやすいと考えられます。
“一緒”に食べることができる機
会として、まずは朝ごはんから、
家族で食卓を囲み、１日の始まり
を元気にスタートしてみません
か？

□  朝ごはんは、家族と一緒に

　忙しい朝は、時間をかけずに用意できるメ
ニューがおすすめです。そこで、実践しやす
い、簡単！朝食メニュー集を作成しましたの
で、ぜひご活用ください。

　朝ごはんは、1日のパワーの源です。
　朝ごはんにも、主食・主菜・副菜を
組み合わせることを意識すると、栄養
バランスの良い食事になります。

□  朝ごはんは、簡単に作れるメニューで

　1日の食事を規則的にとり、生
活リズムをつくっていくことは、
健康的な生活習慣につながります。
　朝ごはんを食べるためには、早
寝早起きの規則正しい生活習慣を
身につけることが重要です。

□  早寝早起きで良い生活リズムを

主食

主菜

副菜

中央区保健所、日本橋・
月島保健センターの窓口
で配布しています。

どうして“共食”なの？

簡単で、
おいしい
メニューを
紹介して
います。

●家族とコミュニケーションが図れ、楽しく食べることができる。
　　家族と一緒の食事は、おいしく楽しいものです。また、会話を通して、
　子どもの様子を知ることもでき、お互いに理解が深まります。
●食について学べる機会となる。
　　食事のマナーや食に対する感謝の気持ちなど、大人が子どもに
伝えることで、良い習慣や正しい知識を身につけることができます。
●規則正しい時間に食べることができる。
●栄養バランスの良い食事ができる。

　共食は、国が策定した「第２次食育推進基本計画」の重点課題や「健康日本21（第
二次）」（第二次国民健康づくり運動）の栄養・食生活の改善目標であり、食育のキ
ーワードになっています。
　区でも、区民の健康維持・増進のための行動指針として策定した「中央区健康・食
育プラン2013」において、“家庭における共食の推進”を重点課題に
あげ、家族との共食頻度を増やすための取り組みを行っていきます。
▼共食の良いところ

。
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個
人
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
制
度
が
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

年
金
特
別
徴
収
と
は

　
公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
方
の

納
税
の
便
宜
を
図
る
目
的
で
、
公

的
年
金
を
支
給
す
る
際
に
個
人
住

民
税
を
差
し
引
い
て
行
う
徴
収
の

こ
と
で
す
。

対　
象

　
個
人
住
民
税
の
納
税
義
務
者
の

う
ち
、
前
年
中
に
公
的
年
金
な
ど

を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
当
該
年

度
の
初
日（
４
月
１
日
）に
老
齢
基

礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
65

歳
以
上
の
方

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
年
金
収
入
の
み
の
方（
65
歳
以

上
）で
公
的
年
金
所
得
の
み
で

は
非
課
税
と
な
る
方（
例
え
ば

単
身
の
方
は
年
金
収
入
額
１
５

５
万
円
以
下
、
配
偶
者
を
扶
養

に
し
て
い
る
方
は
、
年
金
収
入

額
２
１
１
万
円
以
下
の
方
）

・
公
的
年
金
か
ら
差
し
引
く
住
民

税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
額
を
超

え
る
方

・
中
央
区
で
介
護
保
険
の
特
別
徴

収
対
象
被
保
険
者
で
な
い
方

・
配
当
割
控
除
額
ま
た
は
株
式
等

譲
渡
所
得
割
控
除
額
が
均
等
割

額
以
上
あ
る
方

◎
対
象
と
な
る
年
金
は
老
齢
基
礎

年
金
な
ど
の
、
老
齢
ま
た
は
退

職
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年

金
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
の
対
象
税
額
は
、
前

年
中
の
公
的
年
金
所
得
に
係
る

　
社
会
の
高
齢
化
が
進
む
中
、
現

在
の
シ
ニ
ア
世
代
に
は
、
豊
か
な

経
験
や
特
技
を
生
か
し
た
、
地
域

で
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
区
で
は
、
シ
ニ
ア
の
経

験
、
知
識
、
特
技
な
ど
の
得
意
分

野
を
登
録
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
と
し
て
地
域
で
活
動
し
て
い
た

だ
く「
元
気
高
齢
者
人
材
バ
ン
ク
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
人
材
バ
ン
ク
で
は
、
地
域
活
動

や
社
会
貢
献
活
動
を
希
望
す
る
登

録
者
と
、
人
材
を
必
要
と
す
る
団

体
な
ど
か
ら
の
依
頼
を
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
し
、
活
動
に
結
び
つ
け
て

い
ま
す（
過
去
の
活
動
例
に
つ
い

て
は
、
別
表
の
と
お
り
）。

　
登
録
者
に
よ
る
講
座
や
教
室
な

ど
の
活
動
依
頼
は
も
ち
ろ
ん
、「
こ

ん
な
特
技
の
あ
る
人
は
い
る
？
」

「
こ
ん
な
講
座
は
開
催
で
き
る
？
」

な
ど
の
ご
相
談
も
、
お
気
軽
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
登
録
者
の
詳
細
や
提
供

で
き
る
活
動
内
容
な
ど
の
情
報
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
粋
！
活
き
元
気

人
サ
イ
ト
」で
も
発
信
し
て
い
ま

す
。

　
な
お
、
元
気
高
齢
者
人
材
バ
ン

ク
事
務
局
は
、
区
内
の
シ
ニ
ア
世

代
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
集
ま

り
、
区
と
と
も
に
運
営
し
て
い
ま

す
。

〜
経
験
や
特
技
を
生
か
し
て

社
会
貢
献
し
て
み
ま
せ
ん
か
〜

元
気
高
齢
者
人
材
バ
ン
ク

登
録
者
募
集
中

　
こ
れ
ま
で
の
経
験
や
資
格
、
特

技
を
生
か
し
て
地
域
活
動
、
社
会

貢
献
活
動
を
し
た
い
方
、
講
師
や

指
導
者
と
し
て
活
躍
し
て
み
た
い

方
は
、
ぜ
ひ
元
気
高
齢
者
人
材
バ

ン
ク
に
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

登
録
対
象　

　
お
お
む
ね
50
歳
以
上
の
方（
区

内
在
住
・
在
勤
者
、
以
前
に
お
住

ま
い
の
方
、
お
勤
め
の
方
も
可
）

登
録
方
法

　
電
話
で
ご
連
絡
の
上
、
区
役
所

４
階
高
齢
者
福
祉
課
の
窓
口
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
５
４

　
粋
！
活
き
元
気
人
サ
イ
ト

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://ikiiki.genki365.
net

個
人
住
民
税
の
所
得
割
額
お
よ

び
均
等
割
額
と
な
り
ま
す
。

年
金
仮
徴
収

　
平
成
24
年
度
に
お
け
る
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
は
、
２
月
分
ま
で

行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
２
月
分

の
金
額
を
そ
の
ま
ま
４
・
６
・
８

月
分
の
徴
収
額
と
す
る「
仮
徴
収
」

制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
の
金
額
は
あ
く
ま

で
も
仮
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
平
成
25
年
度
の
住
民
税
額
を

決
定
す
る
６
月
に
、
25
年
度
の
住

民
税
額
と
の
調
整
を
行
い
、
そ
の

う
え
で
本
徴
収
を
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、
税
額
の
計
算
結
果
に
よ

っ
て
は
年
金
特
別
徴
収
を
中
止
し
、

普
通
徴
収
に
変
更
を
し
て
納
付
書

に
よ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
か
、

多
く
徴
収
し
て
い
る
仮
徴
収
税
額

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
お
返
し
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
計
算
結
果
に
つ
い
て
は
、
６
月

10
日（
月
）に
発
送
す
る「
特
別
区

民
税･

都
民
税
納
税
通
知
書
」に
記

　
都
が
実
施
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
（
介
護
支
援
専
門
員
）の
実
務

研
修
受
講
試
験
が
行
わ
れ
ま
す
。

日　
時

　
10
月
13
日（
日
）

受
験
要
項
配
布
場
所

　
区
役
所
４
階
介
護
保
険
課
、
日

本
橋・月
島
特
別
出
張
所
、京
橋・

日
本
橋
・
月
島
お
と
し
よ
り
相
談

セ
ン
タ
ー

申
込
方
法

　
受
験
要
項
を
ご
覧
の
上
、
７
月

10
日（
消
印
有
効
）ま
で
に
所
定
の

封
筒
を
使
用
し
簡
易
書
留
郵
便
で

申
込
む
。

※
問
合
せ（
申
込
）先

　
〒
１
６
２

－

０
８
２
３

　
新
宿
区
神
楽
河
岸
１

－

１　
セ

ン
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ
14
階

　
（
公
財
）東
京
都
福
祉
保
健
財
団

 

　
☎（
５
２
０
６
）８
７
３
５

住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
制
度
に
つ
い
て

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

実
務
研
修
受
講
試
験

 

の
ご
案
内

６
月
３
日（
月
）よ
り
受
験
要
項
配
布
開
始
〜

「人材をお探しなら、
私達にお任せください！」
元気高齢者人材バンク活動依

頼募集中

年齢75歳、控除対象配偶者の年齢68歳の場合
年金特別徴収　初年度
例  前々年分の収入が公的年金のみで2,500,000円、社会保険

料控除83,000円、配偶者控除33万円、基礎控除33万円
とすると、前年度の住民税額は54,600円になります。
普通徴収（個人納付） 特別徴収（本徴収）
6月 8月 10月 12月 2月

住民税額の1/2を2回に分
けて各納期ごとに個人納付

住民税額の1/2を3回に分け
て年金から特別徴収

13,700円 13,600円 9,100円 9,100円 9,100円

◎この制度により新たな税負担が生じることはありません。
◎ 公的年金からの特別徴収制度の導入は、公的年金受給者の納税の利便性向上や、市区
町村における徴収の効率化を図る観点から採用されました。

◎ 公的年金からの特別徴収については、本人の意思に基づく選択制ではありませんので
ご了承ください。

引き続き前年度から年金特別徴収と
なる場合、納付額はありません。ほ
かに普通徴収税額がある場合や年金
特別徴収初年度の場合は表示されま
す。

年金特別徴収のうち、4月支給分以後
の仮徴収金額を表示しています。

年金特別徴収のうち、10月支給分以
後の本徴収金額を表示しています。

翌年度に年金支給額から仮徴収を行
う金額を表示しています。
この金額は2月徴収分と同額になり
ます。

特別区民税･都民税納税通知書記載イメージ

納
税
通
知
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
左
の
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

普通徴収
期別 納　期　限 納付税額（円）

年金特別徴収（今年度徴収分）
回数 納　期　限 納付税額（円）
第1回 平成25年4月分 9 100
第2回 6月分 9 100
第3回 8月分 9 100
第4回 10月分 9 900
第5回 12月分 9 700
第6回 平成26年2月分 9 700
年金特別徴収（翌年度仮徴収分）
回数 納　期　限 納付税額（円）
第1回 平成26年4月分 9 700
第2回 6月分 9 700
第3回 8月分 9 700

年金特別徴収　次年度
例  前年分の収入が公的年金のみで2,520,000円、社会保

険料控除83,000円、配偶者控除33万円、基礎控除33
万円とすると、本年度の住民税額は56,600円になりま
す。
特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

4月 6月 8月 10月 12月 2月
2月分と同額を4月、6月、
8月の3回で年金から特別徴
収

住民税額から仮徴収を差し
引いた残りを3回に分けて
年金から特別徴収

9,100円 9,100円 9,100円 9,900円 9,700円 9,700円

載
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

納
税
通
知
書
記
載
内
容

　
納
税
通
知
書
に
記
載
を
す
る
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
本
年
度
特
別
徴
収
税
額（
仮
徴

収
分
４
・
６
・
８
月
徴
収
分
と

本
徴
収
分
10
・
12
・
２
月
徴
収

分
）

・
翌
年
度
仮
徴
収
額（
翌
年
４
・

６
・
８
月
徴
収
分
）

・
普
通
徴
収
税
額（
公
的
年
金
に

係
る
特
別
徴
収
税
額
以
外
の
普

通
徴
収
税
額
ま
た
は
年
金
特
別

徴
収
初
年
度
の
普
通
徴
収
税

額
）

・
給
与
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
る
税

額
◎
平
成
25
年
度
の
住
民
税
が
仮
徴

収
分
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
は
、

別
途
還
付
通
知
書
を
お
送
り
し

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　
税
務
課
課
税
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
２
７
０

別表
こんな活動をしています
・講座・セミナーの講師（折り紙、アロマテラピー、書道、盆踊り、昔あそびなど）
・演芸披露（楽器演奏、長唄、朗読、フラダンス、日本舞踊など）
・福祉施設などの補助ボランティア（外出サポート、食事配膳、レクリエーション
補助など）

・イベントのボランティアスタッフ（受付、会場案内、会場設営など） など
過去の活動例
・保育園や小学校で昔あそび教室を開催
・NPO主催音楽イベントでのサポータースタッフ
・高齢者施設で英会話教室を開催 など
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(3)お気軽にお問合せ・ご相談ください。「まごころステーション」☎（3546）0561

　
介
護
保
険
の
利
用
料
を
軽
減
す

る
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
６
月

30
日
ま
で
で
す
。

　
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、

５
月
下
旬
に
更
新
の
ご
案
内
と
申

請
書
類
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、

忘
れ
ず
に
更
新
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
認
定
の
可
否
は
、
本
人

と
世
帯
の
所
得
の
状
況
に
よ
っ
て

決
定
し
ま
す
の
で
、
必
要
に
応
じ

て
課
税
証
明
書
な
ど
を
用
意
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

認
定
の
種
類
お
よ
び
対
象
者
の

要
件

利
用
者
負
担
限
度
額
の
認
定

　
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
な
ど
を
利
用
す
る
と
、
介
護

費
用
の
ほ
か
に
食
費
と
居
住
費

（
滞
在
費
）を
負
担
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
認
定
を
受
け
る
と
、

所
得
の
段
階
に
応
じ
た
食
費
と
居

住
費（
滞
在
費
）の
限
度
額
ま
で
を

自
己
負
担
と
し
て
支
払
い
、
残
り

の
差
額
分
を
介
護
保
険
か
ら
施
設

に
給
付
し
ま
す
。

　
利
用
者
負
担
段
階
は
、
所
得
の

状
況
に
よ
っ
て
第
一
段
階
か
ら
第

三
段
階
ま
で
の
要
件
を
満
た
す
方

に
、
そ
れ
ぞ
れ
利
用
者
負
担
限
度

額
を
認
定
し
ま
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
別
表
１
お
よ

び
別
表
２
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち

で
な
い
方
で
、
施
設
を
利
用
中
ま

た
は
利
用
を
予
定
し
、
別
表
１
の

要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す
の
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

訪
問
介
護
、
訪
問
看
護
お
よ
び
訪

問
入
浴
介
護
の
利
用
料
減
額
の
認

定
　
通
常
は
１
割
負
担
の
利
用
料
が
、

認
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
訪
問
介

護
は
３
％
、
訪
問
看
護
お
よ
び
訪

問
入
浴
介
護
は
週
１
回
分
が
概
ね

３
％
の
自
己
負
担
で
利
用
で
き
ま

す
。

◎
訪
問
看
護
は
、
夜
間
加
算
な
ど

一
部
減
額
の
対
象
と
な
ら
な
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

◎
内
容
に
つ
い
て
は
別
表
３
お
よ

び
別
表
４
を
参
照
し
て
く
だ
さ

い
。

◎
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
で
な

い
方
で
、
訪
問
介
護
・
訪
問
看

護
・
訪
問
入
浴
介
護
を
利
用
中

ま
た
は
利
用
を
予
定
し
て
い
て
、

別
表
３
の
要
件
を
満
た
す
場
合

は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
補

う
区
の
独
自
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

お
よ
び
対
象
者
の
要
件

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
限
度
額

ま
で
利
用
し
て
も
日
常
生
活
に
支

障
が
あ
る
方
に
対
し
て
、
区
の
独

自
施
策
と
し
て
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
申
請
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ケ
ア
プ
ラ
ン
な
ど
の
添
付
書
類

が
同
時
に
必
要
で
す
の
で
、
担
当

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
の
上
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用

（
更
新
）認
定

　
一
人
暮
ら
し
や
高
齢
者
の
み
の

世
帯
の
方
な
ど
で
、
介
護
保
険
の

サ
ー
ビ
ス
を
限
度
額
ま
で
利
用
し

て
も
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む

こ
と
が
困
難
な
場
合
、
週
４
回
ま

で
の
生
活
援
助
お
よ
び
週
４
時
間

ま
で
の
病
院
内
に
お
け
る
付
き
添

　
私
道
に
新
た
な
防
犯
灯
を
設
置

し
た
り
、
古
く
な
っ
た
防
犯
灯
の

建
て
替
え
を
す
る
場
合
、
区
で
助

成
し
ま
す
。

対　
象

　
次
の
い
ず
れ
か
に
設
け
る
防
犯
灯

①
幅
１
・
２
メ
ー
ト
ル
以
上
で
公

道
間
を
連
絡
す
る
私
道

②
幅
１
・
８
メ
ー
ト
ル
以
上
で
一

方
が
公
道
に
連
絡
す
る
延
長
20

メ
ー
ト
ル
以
上
の
私
道

③
区
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
私
道

助
成
金

　
①
の
場
合
は
全
額
、
②
・
③
の

場
合
は
90
％

工　
事

　
区
で
工
事
を
行
い
、
完
成
後
に

申
請
者
へ
引
き
渡
し
ま
す
。

申
込
方
法

　
お
問
合
せ
の
上
、
所
定
の
申
請

書
を
区
役
所
７
階
水
と
み
ど
り
の

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先 

　
水
と
み
ど
り
の
課
道
路
緑
化
施

設
係
☎（
３
５
４
６
）５
４
３
７

あ
ん
し
ん
居
住
制
度
利
用
助
成

　
区
民
の
方
が
区
内
の
賃
貸
住
宅

に
転
居
す
る
際
に
、（
公
財
）東
京

都
防
災
・
建
築
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
が
実
施
し
て
い
る「
あ
ん
し

ん
居
住
制
度｣

を
利
用
す
る
場
合
、

利
用
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対　
象

・
60
歳
以
上
の
高
齢
者

・
障
害
の
あ
る
方（
障
害
の
程
度

に
よ
る
条
件
あ
り
）

助
成
額

　
預
か
り
金
タ
イ
プ
は
利
用
費
用

の
２
分
の
１
、
月
払
い
タ
イ
プ
は

事
務
手
数
料

あ
ん
し
ん
居
住
制
度
と
は

　
見
守
り
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
な
ど
の

急
病
・
孤
独
死
な
ど
へ
の
不
安
を

解
消
し
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安

心
し
て
居
住
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
制
度
で
す（
別
表
５
参
照
）。

別表５　あんしん居住制度の概要
1　サービス内容
サービス 内　　　容

A 見守りサービス（安否確認・緊急時対応
サービス）

B 葬儀の実施
C 残存家財の片付け

2　契約期間　
　　Aは1年　B、Cは5年（いずれも更新可）
3　利用費用　
　　53,300円～518,000円（サービスの組み合わせによる）

家
賃
債
務
保
証
制
度
利
用
助
成

　
区
民
の
方
が
区
内
の
賃
貸
住
宅

に
転
居
す
る
際
に
、（
一
財
）高
齢

者
住
宅
財
団
が
実
施
し
て
い
る

「
家
賃
債
務
保
証
制
度｣

を
利
用
す

る
場
合
、
そ
の
保
証
料
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

対　
象

・
満
60
歳
以
上
の
方
、
ま
た
は
要

介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て

い
る
60
歳
未
満
の
方（
同
居
者

は
、
配
偶
者
、
60
歳
以
上
の
親

族
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を

受
け
て
い
る
60
歳
未
満
の
親
族

な
ど
に
限
る
）

・
障
害
者
世
帯（
障
害
の
程
度
に

よ
る
条
件
あ
り
）

・
子
育
て
世
帯（
扶
養
義
務
の
あ

る
18
歳
以
下
の
者
が
同
居
）

助
成
額

　
保
証
料
の
２
分
の
１

家
賃
債
務
保
証
制
度
と
は

　
住
宅
の
賃
貸
借
契
約
の
際
に
必

要
と
な
る
連
帯
保
証
人
が
見
つ
か

ら
な
い
な
ど
の
事
情
が
あ
る
高
齢

者
・
障
害
者
・
子
育
て
世
帯
な
ど

に
対
し
、
ス
ム
ー
ズ
に
入
居
で
き

る
よ
う
家
賃
債
務
を
保
証
す
る
こ

と
で
、
家
主
が
安
心
し
て
住
宅
を

貸
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
制
度
で
す（
別
表
６
参
照
）。

別表６　家賃債務保証制度の概要

対象住宅 高齢者世帯の入居を敬遠しない住宅として、高齢者
住宅財団と基本約定を締結した賃貸住宅

保証内容
滞納家賃（共益費および管理費含む）
原状回復費用および訴訟費用　
◎ 家賃滞納により賃貸住宅を退去する場合に限る。

保証期間 原則２年（賃貸借契約期間に合わせて変更可能、更
新も可能。）

保証料 月額家賃の35％

※
問
合
せ
先

・
あ
ん
し
ん
居
住
制
度
利
用
助
成

お
よ
び
家
賃
債
務
保
証
制
度
利

用
助
成
に
つ
い
て

　
住
宅
課
計
画
指
導
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
４
６
６

・
あ
ん
し
ん
居
住
制
度
に
つ
い
て

　
（
公
財
）東
京
都
防
災
・
建
築
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

 

☎（
５
４
６
６
）２
６
３
５

・
家
賃
債
務
保
証
制
度
に
つ
い
て

　
（
一
財
）高
齢
者
住
宅
財
団

 

☎
０
１
２
０（
６
０
２
）７
０
８

防
犯
灯
整
備
の
助
成 

高
齢
者
等
へ
の
居
住
支
援

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

 

ご
利
用
の
皆
さ
ん
へ

別表1　利用者負担段階と対象者
負担段階 対象者要件

第1段階 生活保護受給者または
区民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

第2段階 区民税世帯非課税かつ
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

第3段階
区民税世帯非課税かつ
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え区
民税非課税の方

【特別養護老人ホーム、短期入所生活介護】
利用者負担限度額（円／日）

第１段階 第２段階 第３段階

居住費

ユニット型個室 820 820 1,310 
ユニット型準個室 490 490 1,310 
従来型個室 320 420 820 
多床室 0 320 320 

食　費 300 390 650 

【介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護】
利用者負担限度額（円／日）

第１段階 第２段階 第３段階

居住費

ユニット型個室 820 820 1,310 
ユニット型準個室 490 490 1,310 
従来型個室 490 490 1,310 
多床室 0 320 320 

食　費 300 390 650 

別表２　施設別、負担段階別の利用者負担限度額

別表３　訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護の利用料減額
　　　　の対象者

対象者要件

世帯の主たる生計中心者の平成 24年分の所得税が非課税かつ
本人の所得が 446,400 円以下

別表4　訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護の利用料減　
　　　額後の利用者負担
サービスの種類 利用者負担

訪問介護 利用料の 3%

訪問看護
週 1回分の利用料の概ね 3%
（夜間加算など一部減額の対象とならないもの
があります）

訪問入浴介護 週 1回分の利用料の 3%

い
介
助
を
介
護
保
険
と
ほ
ぼ
同
様

の
費
用
負
担
で
使
え
る
区
の
独
自

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
現
在
、
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
は
、
５
月
中
旬
に
更
新
の
ご
案

内
と
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
し
た

の
で
、
忘
れ
ず
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
に
更
新
手
続
き
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

寝
た
き
り
高
齢
者
在
宅
支
援
入
浴

サ
ー
ビ
ス
の
利
用（
更
新
）認
定

　
家
族
な
ど
の
介
助
だ
け
で
は
入

浴
が
で
き
な
い
方
で
、
家
庭
に
浴

室
が
な
い
場
合
や
感
染
症
な
ど
の

理
由
か
ら
施
設
で
の
入
浴
利
用
が

困
難
な
場
合
に
、
浴
槽
を
提
供
し

て
入
浴
介
護
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
限
度

額
ま
で
利
用
し
て
も
週
１
回
の
訪

問
入
浴
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
に
利
用
で
き
ま
す
。

　
現
在
、
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
は
、
５
月
中
旬
に
更
新
の
ご
案

内
と
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
し
た

の
で
、
忘
れ
ず
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
に
更
新
手
続
き
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

◎
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　
介
護
保
険
課
介
護
給
付
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
７
７



平成25年（2013年）６月１日（土曜日） No.１１７９区のおしらせ６月 1 日号

(4)

　
６
月
５
日（
水
） は「
世
界
環
境

デ
ー
」で
す
。
こ
れ
は
１
９
７
２

年
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ

れ
た「
国
連
人
間
環
境
会
議
」を
記

念
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
日
本
で
は
、
こ
の
日
を「
環
境

の
日
」、
６
月
の
１
カ
月
間
を「
環

境
月
間
」と
し
、
環
境
に
つ
い
て

の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、
環
境
活
動
へ
の
意
欲
を
高
め

る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
区
で
は
、
平
成
20
年
３
月
に
望

ま
し
い
環
境
像「
水
辺
や
豊
か
な

緑
と
共
生
し
、
み
ん
な
で
環
境
を

よ
く
す
る
ま
ち　
中
央
区
」を
掲

げ
た「
中
央
区
環
境
行
動
計
画
」を

策
定
し
ま
し
た
。

　
特
に
地
球
温
暖
化
防
止
に
つ
い

て
は
、
計
画
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
位
置
付
け
、
日
々
の
生
活
や

事
業
活
動
か
ら
出
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出

量
を
削
減
す
る
取
り
組
み「
中
央

エ
コ
ア
ク
ト
」の
普
及
や
、
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
お
よ
び
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
機
器
な
ど
の
導
入
費
助
成

を
実
施
し
、
区
内
の
住
宅
や
事
業

所
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
区
の
施
設
の
緑
化
や
芝

生
化
な
ど
も
積
極
的
に
進
め
て
い

ま
す
。

　
環
境
月
間
を
機
会
に
、
も
う
一

度
、
私
た
ち
の
生
活
と
環
境
と
の

つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

環
境
に
配
慮
し
た
行
動
を
実
践
し

ま
し
ょ
う
。

環
境
パ
ネ
ル
展

　
地
球
温
暖
化
の
仕
組
み
や
影
響
、

私
た
ち
が
取
り
組
め
る
こ
と
な
ど

を
パ
ネ
ル
に
し
て
展
示
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

展
示
期
間
・
会
場

・
６
月
１
日（
土
）〜
11
日（
火
）

　
区
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

　
月
島
区
民
セ
ン
タ
ー
１
階
コ
ミ

　
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン

・
６
月
12
日（
水
） 〜
21
日（
金
）

　
日
本
橋
区
民
セ
ン
タ
ー
１
階
ロ

　
ビ
ー

　
ほ
っ
と
プ
ラ
ザ
は
る
み
１
階
ロ

　
ビ
ー

・
６
月
22
日（
土
）〜
30
日（
日
）

　

 

環
境
情
報
セ
ン
タ
ー
展
示
情
報

コ
ー
ナ
ー
（
京
橋
３
―
１
―
１

東
京
ス
ク
エ
ア
ガ
ー
デ
ン
６
階
）

◎ 

日
本
橋
・
月
島
区
民
セ
ン
タ
ー

の
最
終
日
の
展
示
は
午
後
３
時

ま
で
で
す
。

※
問
合
せ
先

　
環
境
推
進
課
環
境
活
動
係

☎（
３
５
４
６
）５
４
０
３

　
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
は
、
私

た
ち
の
身
近
な
代
表
を
選
ぶ
大
切

な
選
挙
で
す
。

　
忘
れ
ず
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

期
日
前
投
票

　
投
票
日
当
日
に
仕
事
・
旅
行
・

病
気
・
住
所
移
転
な
ど
の
理
由
で

投
票
所
へ
行
け
な
い
方
は
、
期
日

前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
別
表
）。

　
投
票
に
お
出
か
け
の
際
は
、
入

場
整
理
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎ 

入
場
整
理
券
の
裏
面
に
期
日
前

（
不
在
者
）投
票
宣
誓
書
兼
請
求

書
を
印
刷
し
て
い
ま
す
。
期
日

　
平
成
25
年
度
国
民
健
康
保
険
料

の
納
入
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
全

加
入
世
帯
へ
郵
送
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
確
定
し
た
平
成
24

年
中
の
所
得
を
も
と
に
計
算
し
ま

す（
詳
細
は
別
図
１・２
の
と
お
り
）。

減
額
措
置

　
平
成
23
年
度
か
ら
保
険
料
の
計

算
方
法
が
変
更
に
な
っ
た
た
め
実

施
し
て
い
た
、
激
変
緩
和
措
置
は

終
了
し
ま
し
た
が
、
新
た
に
減
額

措
置
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

対　
象

　
住
民
税
が
非
課
税
の
方

内　
容

　
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得
の
50

％
を
減
額
し
て
所
得
割
額
を
計
算

納
付
方
法

　
保
険
料
の
お
支
払
い
は
、
６
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
10
回
割
で

す
。

　
通
知
書
に
は
、
各
月
納
期
分
の

納
付
書
と
、
１
年
間
分
の
全
納
用

納
付
書
を
付
け
て
い
ま
す
。
一
括

で
納
付
で
き
る
方
は
、
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

６
月
は
環
境
月
間
で
す

　
な
お
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

納
付
方
法
が
年
金
か
ら
の
天
引
き

の
方

　
２
カ
月
に
一
度
の
年
金
受
給
月

に
保
険
料
を
天
引
き
し
ま
す
。　

　
対
象
は
、
次
の
条
件
を
全
て
満

た
す
世
帯
で
す
。

・
世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者

・
世
帯
全
員
が
65
歳
以
上
74
歳
未

満
・
世
帯
主
が
年
間
18
万
円
以
上
の

　

 

年
金
を
受
給
し
、
国
民
健
康
保

険
料
と
介
護
保
険
料
の
合
算
額

が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
以

下
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
方
法
へ
の

変
更

　
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
る
世

帯
も
、
申
請
に
よ
り
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
た
方
の
旧
被
扶
養
者
へ

の
保
険
料
負
担
軽
減
措
置

　
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
た
方
が
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、

そ
の
方
の
扶
養
と
な
っ
て
い
た
方

（
旧
被
扶
養
者
）が
新
た
に
国
保
へ

加
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
所
得
割
を
免
除
し
、

均
等
割
を
半
額
に
す
る
減
免
措
置

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
65
歳
以
上

の
方
に
限
り
ま
す
。

所
得
申
告

　
一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
で
は
、

保
険
料
が
減
額
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
世
帯
の
中
で
平
成

24
年
中
の
所
得
の
申
告
を
し
て
い

な
い
方
が
い
る
場
合
は
、
収
入
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
早
め
に

所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　
保
険
年
金
課
資
格
係

☎（
３
５
４
６
）５
３
６
２

～
希
望
と
ゴ
ミ
は
捨
て
な
い
で
。

も
し
落
ち
て
た
ら
、拾
っ
ち
ゃ
え
。～

前
投
票
を
す
る
方
は
、
入
場
整

理
券
が
届
き
ま
し
た
ら
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
別
表
の
期
日

前
投
票
所
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎ 
住
所
移
転
の
事
由
に
該
当
す
る

方
は
、
入
場
整
理
券
の
ほ
か
に

新
住
所
地
の「
引
き
続
き
住
所

を
有
す
る
証
明
書
」（
住
民
票
の

写
し（
選
挙
用
）な
ど
）（
無
料
）

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票

病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
で
の
不

在
者
投
票

　
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
指

定
し
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

に
入
院（
所
）中
の
方
は
、
そ
の
病

院
な
ど
の
長
に
投
票
し
た
い
旨
を

申
し
出
れ
ば
、
そ
の
施
設
の
中
で

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票

　
区
外
に
長
期
間
滞
在
す
る
予
定

の
方
は
、
そ
の
滞
在
先
の
選
挙
管

理
委
員
会
で
投
票
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
場
合
は
封
書
で
、

①
住
所
②
氏
名
③
生
年
月
日
④
選

挙
名
⑤
電
話
番
号
⑥
不
在
者
投
票

の
理
由
⑦
送
付
先
を
記
入
の
上
、

中
央
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票

用
紙
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
り
投

票
所
へ
行
く
こ
と
が
困
難
な
方
に

は
、
郵
便
等
投
票
制
度
が
あ
り
ま

す
。
郵
便
等
投
票
制
度
の
詳
細
は
、

「
区
の
お
し
ら
せ　
中
央
」５
月
11

日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
請
求（
問
合
せ
）先

　
〒
１
０
４
―
８
４
０
４

　
中
央
区
築
地
１
―
１
―
１

　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎（
３
５
４
６
）５
５
４
２

東
京
都
議
会
議
員
選
挙

投
票
日
６
月
₂₃
日（
日
）

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

別表　期日前投票所一覧　
場所 期間 時間

中央区役所 1階ロビー
（築地1－1－1）

6月15日（土）
～22日（土）

午前
8時30分～

午後8時

日本橋特別出張所
1階会議室

（日本橋蛎殻町
1－31－1）

6月16日（日）
  

～

22日（土）月島特別出張所
1階会議室

（月島4－1－1）

別図１　平成25年度の年間保険料

別図 2　賦課のもととなる所得とは

賦課のもととなる所得とは、前年の総所得および山林所得金額ならびに株式･長期（短期）譲渡所得
金額等の合計から、基礎控除 33万円を控除した額（雑損失の繰越控除は適用しません）のことで、
｢旧ただし書き所得｣ともいわれます。

※給与収入・年金収入は一定の算式をもって算出（給与所得控除・公的年金等控除）

※第2号被保険者：40 歳から 64歳までの方
◎65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきます。

総所得金額等※

賦課のもととなる所得
（旧ただし書き所得）収　入 必要経費 所　得 基礎控除

33万円

基礎分保険料（加入者全員の方が納める保険料です）

限度額は
世帯で
51万円

限度額は
世帯で
14万円

後期高齢者支援金分保険料（加入者全員の方が納める保険料です）

均等割額

所得割額

1人あたり 30,600円×加入者数

加入者全員の平成24年中の賦課のもととなる所得×0.0602

均等割額

所得割額

1人あたり 10,800円×加入者数

加入者全員の平成24年中の賦課のもととなる所得×0.0234

介護分保険料（40歳から64歳までの方が納める保険料です）

均等割額

所得割額

1人あたり 15,000円×第２号被保険者数※

第2号被保険者全員の平成24年中の賦課のもととなる所得×0.0104

限度額は
世帯で
12万円

合
計
額
が
１
年
間
の
保
険
料

平
成
25
年
度

国
民
健
康
保
険
料
納
入
通
知
書
の
送
付



(5) ６月の日曜開庁日時　２日・９日・16日・23日の午前9時～午後5時、　開設場所　区役所1階、取扱業務　証明書の発行（戸籍・住民票・印鑑）、戸籍届書の受領、
住民異動届、印鑑登録・廃止、国民健康保険の加入・喪失届の受付、後期高齢者医療資格の届出の受付

平成25年（2013年）６月１日（土曜日） No.１１７９区のおしらせ６月 1 日号

唖６月14日（金）・28日（金）
◎６月14日はアジサイの湯
娃区内公衆浴場
挨100円（敬老入浴証持参者と小学

生以下は無料）
逢地域振興課区民施設係
　☎（３５４６）５６２３

特別区民税・都民税の
口座振替（自動払込）を
ご利用ください
　口座振替（自動払込）をご利用いた
だくと金融機関などの口座から納期
限ごとに振替納税ができます。
　金融機関などへ納付に出かける手
間が省けたり、納付を忘れる心配も
なくなります。
　口座振替の利用申込書（はがき型）
は、区役所２階税務課と日本橋・月
島特別出張所で配布しています。口
座振替をご希望の方は、利用申込書
に所定の事項を記載し、通帳用の印
を押印の上、保護シールを貼り郵送
してください。
　７月10日（水）までの申込みで、平
成25年度第２期分から口座振替が開
始できます（９月２日引き落とし）。
　また、口座をお持ちの区内の金融
機関や郵便局でも申込みができま
す。その際には、納税通知書、預（貯）
金通帳、通帳用の印をお持ちくださ
い。
逢税務課収納係
　☎（３５４６）５２７６

国保・年金手帳

平成25年度の国民年金額に
ついて
　国民年金額は、物価変動に応じて
自動的に改定することになっていま
す。平成25年度は、平成24年の消費
者物価指数が前年と比べて変わらな
かったことから、平成25年４月から
９月までの年金額については、平成
24年度と同じ額となります。
　平成25年10月以降（12月支払い分
以降）の年金額は、特例水準（平成12
年度以降の年金の過払い）の解消の
ため、1.0％の引き下げが行われます。
　それぞれの方の具体的な年金額に
ついては、日本年金機構からお知ら
せします。
逢中央年金事務所お客様相談室
　☎（３５４３）１４１１

年金相談のご利用を
　社会保険労務士による年金相談

（無料・予約不要）を月１回実施して
います。お気軽にお越しください。
唖毎月第４水曜日
　午後１時～４時
娃区役所１階区民相談室
亜区内在住・在勤の方
阿�厚生年金、国民年金、共済年金な

どの公的年金制度全般
逢保険年金課保険年金係
　☎（３５４６）５３７０

その他
消防団員募集
わがまちを　わが手で守る　消防団

　区内消防団では、地域の防災リー
ダーである消防団員を募集していま
す。消防団は本業を持ちながら火災
や大地震発生時には、地域防災の要

として活動をする、住民主体の防災
組織です。大地震が危惧される中、
地域に根付いた消防団員のさらなる
活躍が期待されています。
　災害からわがまちを守るため、意
欲のある皆さんの入団をお待ちして
います。
［入団資格］
　区内在住・在勤で18歳以上の健康
な方（学生も入団可）
逢京橋消防団本部（京橋消防署内）
　☎（３５６４）０１１９
　 日本橋消防団本部（日本橋消防署

内）
　☎（３６６６）０１１９
　臨港消防団本部（臨港消防署内）
　☎（３５３４）０１１９

社会教育会館「ゆめ講座」
企画募集・説明会のご案内
　区民の皆さんに提案していただい
た講座企画を社会教育会館のスタッ
フがお手伝いし、実施する「ゆめ講
座」をはじめます。区民の皆さんが
共に学びあう講座企画を募集します。
次のとおり説明会を開催しますの
で、応募を希望する方はいずれかに
ご参加ください。
築地社会教育会館
唖６月18日（火）
　午後７時から約１時間程度
日本橋社会教育会館
唖６月20日（木）
　午後２時30分から約１時間程度
月島社会教育会館
唖６月22日（土）
　午後２時30分から約１時間程度
共　通
挨無料
◎直接会場へお越しください。
逢築地社会教育会館
　☎（３５４２）４８０１
　日本橋社会教育会館
　☎（３６６９）２１０２
　月島社会教育会館
　☎（３５３１）６３６７
　アートはるみ
　☎（３５３１）９１９０

マル経融資のご案内
（小規模事業者経営改善資金
融資制度）
　マル経融資は商工会議所の経営指
導をうけて融資される安心で有利な
国の制度です。
融資条件

［融資限度額］
　1,500万円（平成26年３月31日（月）
　日本政策金融公庫受付分まで）
［資金使途・返済期間］
　・運転資金　７年以内
　・設備資金　10年以内
［担保・保証人不要］
　信用保証協会の保証も不要
［利率］
　年1.55％（４月24日（水）現在）
◎ 区内事業所には利子の補助制度が

あります。
［利用できる方］
　従業員が20名以下（ただし、商業・
　サービス業は５名以下）の法人・
　個人事業主の方
◎ 他にも要件がありますので、詳し

くはお問合せください。
◎ 商工会議所の経営指導と推薦によ

り日本政策金融公庫から事業資金
として貸し出されます。

◎ 東京商工会議所中央支部までご相
談ください。

◎ 審査の結果、ご希望に添えないこ
とがあります。
逢東京商工会議所中央支部
　☎（３５３８）１８１１

保育園・児童館における夏期
保育士などの募集
　保育園や児童館では夏の期間の臨
時職員を募集します。
［勤務期間］
　７月19日（金）～８月30日（金）
［勤務時間］午前８時45分～午後５時
［応募資格］18歳以上の方（高校生不
可・保育士資格の有無は不問）
［募集人数］20名程度
［賃金］日額7,730円（交通費なし）
◎保育士資格取得者は8,240円
姶�６月21日（金）までに写真付きの履

歴書を持参または郵送する。
◎ 履歴書の備考欄には勤務期間中の

勤務可能な日を記入してください。
［採用結果］面接の上、７月中旬頃ま
でに連絡します。
逢・保育園担当
　　〒104－8404
　　中央区築地１－１－１
　　子育て支援課保育園係
　　☎（３５４６）５４４６
　・児童館担当
　　〒104－0054
　　中央区勝どき１－４－１
　　子ども家庭支援センター事業係
　　☎（３５３４）２１０３

障害のある方の就職面接会
　障害のある方を対象とした就職面
接会を開催します。当日は260社の
企業が参加を予定しています。
唖６月19日（水）
　午後１時～４時
娃�東京体育館メインアリーナ（渋谷

区千駄ヶ谷１－17－１）
逢�ハローワーク飯田橋専門援助第２

部門
　☎（３８１２）８６０９

「生活騒音」～あなたも自主点検して
みましょう～
騒音計の無料貸し出し　
　あなたは、日常生活から発生する
音で回りの人に迷惑をかけていませ
んか。
　音は人によって感じ方が違います。
　自分にとって気持ちの良い音で
も、他の人にとっては不快に感じる
ことがあります。
　ピアノやテレビ、ステレオなどの
音が知らないうちに隣近所に迷惑を
かけていることがあります。また、
深夜の入浴や洗たく機、冷暖房用の
室外機などの音は意外にご近所の迷
惑になっています。
　この機会に生活騒音が隣近所に迷
惑をかけていないかを調べてみまし
ょう。
　騒音でお困りの方、近所への騒音
が心配な方に騒音計を貸し出してい
ますのでご利用ください。
　一人ひとりが気をつけて、住みよ
い環境づくりに努めましょう。
亜�区内在住者、区内に事業所がある

方

［台数］１回１台
［期間］１週間以内
挨無料
姶電話で予約する。
逢環境推進課環境指導係
　☎（３５４６）５４０５

暴走族追放強化期間
６月１日（土）～30日（日）
“暴走族の追放は、まず家庭から・
そして地域から”

　これからの時期、都内では暴走族
の活動が活発になり、道路交通秩序
や周辺住民の生活環境に大きな影響
を及ぼします。
　区では、東京都・警視庁をはじめ
教育委員会や区内４警察署などの関
係機関・団体と連携し、暴走族の不
法行為の防止や青少年の健全育成、
二輪車などの交通事故防止を図るこ
とを目的に、「暴走族追放強化期間」
を設けて、区民の皆さんとともに暴
走族追放の活動を推進します。
［推進重点項目］
・暴走族追放気運の高揚と環境づく
　りの推進
・若者の交通安全意識の向上による
　交通事故防止
・暴走族および車両の不法改造業者
　に対する指導･取り締まりの強化
・暴走族への加入阻止と暴走族から
　の離脱・立ち直り支援対策の推進
・青少年への声かけ・対話を通じた
　健全育成および非行防止活動の推
　進
逢環境政策課交通対策係
　☎（３５４６）５４４３

中央区若年者・中小企業マッ
チングプログラム参加者募集
　区内企業への就職を希望する29歳
以下の区民を対象に、ビジネス研修
を１カ月、職場実習（区内中小企業）
を３カ月実施し、直接雇用につなげ
ることにより、若者と企業をマッチ
ングします。期間中は給与を支給し
ます。
亜大学、短大、専門学校、高校など

を卒業し、現在求職中で仕事に就
いていない29歳以下の区民
愛10名
姶６月25日（火）までに㈱パソナへ電

話で申込む。
逢・申込み先・申込方法などに関し
　　ては
　　㈱パソナ
　　☎（６７３４）１３２７
　・制度に関しては
　　商工観光課商工観光係
　　☎（３５４６）５３２９
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中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30 ～ 10：40　PM3：00 ～ 3：10　PM9：30 ～ 9：40　祝日・休日、年末年
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～ 10：20　PM3：00 ～ 3：20　PM9：40 ～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。
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スポーツ教室のお知らせ
［教室実施期間］７月～８月
娃総合スポーツセンター

［教室種類］別表１のとおり
◎教室により実施期間などが異なり

ます。

［申込締切］６月28日（必着）
◎申込多数の場合は抽選となります。
◎申込方法についてはお問合せくだ

さい。
逢総合スポーツセンター教室係
　☎（３６６６）１５０１
茜http://www.chuo-sports.jp/fleely.html

別表１
開催予定の主な教室 日時など 回　数 料　金

はじめてクロール① 7月22日～26日　午前9時～9時50分

各教室
全5回

各教室
3,000円

レベルアップクロール① 7月29日～8月2日　午前9時～9時50分
はじめてキッズスイム③ 8月5日～9日　午前10時～10時50分
レベルアップキッズスイム④ 8月20日～24日　午前10時～10時50分

◎詳細およびその他のクラスについては、館内チラシ・施設ホームページをご覧ください。

（７頁からのつづき）情報コーナー

スポーツ
春季区民体育大会
ニュースポーツ大会
ラケットテニス・ソフトバレーボ
ール
唖６月９日（日）
　・ラケットテニス
　　午前９時～正午
　・ソフトバレーボール
　　午後１時～５時
娃築地社会教育会館屋内体育場
挨無料
◎必ず上履き（運動靴）を持参してく

ださい。
スポーツ吹矢
唖６月23日（日）
　・体験会　
　　午前10時～正午
　・大会　
　　午後１時30分～４時
娃アートはるみギャラリー
挨マウスピース代として100円
共　通
亜区内在住・在勤・在学者
姶当日、直接会場で申込む（個人参

加も可）。
逢中央区体育協会事務局
☎（３５４６）５７２９

健康増進フェア
～イキイキ暮らそう！

いつまでも～
唖６月７日（金）
　正午～午後３時
娃日本橋保健センター、堀留児童公

園
内容など

［講演会］（午後１時30分～２時30分）
・「『紫外線による目の病気』～『見

える目』を守るために知ってお
くべきこと～」

・講師　平岡眼科医院副院長　
　　　　平岡智之

［医療相談］（正午～午後２時）
　日本橋医師会、お江戸日本橋歯科

医師会、日本橋薬剤師会の地域の
専門職が相談に応じます。

［測定コーナー］（正午～午後３時）

　骨密度、筋肉量、体脂肪測定（素
足で測定します）

　血圧、お口の健康度、たばこの影
響度の測定

［普及啓発コーナー］（正午～午後３時）
　食育、生活習慣病予防、子どもの

事故予防、自殺予防
◎当日、直接会場へお越しください。
逢日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１

中央区の街並み絵画展
唖６月26日（水）～30日（日）
　午前10時～午後６時
　（30日（日）は午後５時まで）
娃アートはるみギャラリー
阿名所・旧跡や豊かな水辺、失われ

つつある懐かしい風景など、中央
区の街並みをテーマに皆さんが描
いた作品を数多く展示します。皆

さんのご来場をお待ちしています。
挨無料
逢文化・生涯学習課文化振興係
　☎（３５４６）５３４６

東京湾ディナークルーズ
唖７月19日（金）
　・集合　午後６時45分

　東京ヴァンテアンクルーズ竹芝
営業所（港区海岸１－12－２）

・出航　午後７時10分（約２時間
20分のクルージング）

阿レストランシップ「ヴァンテアン
号」をスペースチャーターしての
クルージングと洋食ビュッフェ

（食べ放題＆飲み放題）
亜中小企業に勤務する区内在住・在

勤者と同居家族
愛60名（申込多数の場合は抽選）
挨大人　7,000円
　小人（小学生以下）　3,500円
◎一般料金：大人9,000円、小人4,500円
◎費用は乗船料・ビュッフェ料理・

フリードリンクを含む
姶６月20日（必着）までに往復はがき
（１グループ１枚限り）に「ディナ
ークルーズ」と明記し、①申込代
表者の氏名・住所・電話番号・勤
務先（名称・所在地・電話番号）②
参加人数と全員の氏名・年齢を記
入して申込む。
逢〒104－0061
　中央区銀座４－９－８銀座王子ビ

ル２階
　レッツ中央（中央区勤労者サービ

ス公社）
　☎（３５４６）８６１０

映画鑑賞会
唖６月８日（土）
娃日本橋図書館６階ホール

阿ウェンディ＆ルーシー
　（アメリカ映画　83分）

［上映開始］午後２時
愛70名（先着順）
挨無料
◎当日、直接会場へお越しください。
逢日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７

もっと知りたい！第2日曜日
は天文・宇宙のトビラ
Ｘ線で見た宇宙は激動の世界
唖６月９日（日）
　午後１時～２時（開始５分前には

要入場）
娃タイムドーム明石プラネタリウム

ホール
阿私たちの肉眼や望遠鏡で見ること

のできる星たちをＸ線の目で見る
と、全く違った世界が見えてきま
す。宇宙は激動の世界で、数千万
度から数億度という灼熱の世界が
いたる所に広がっていました。宇
宙に出て初めて可能となったＸ線
観測は、宇宙の見方を大きく変え
たのです。Ｘ線観測はどのような
宇宙観をもたらしたのか、また
2015年度打ち上げ予定のＸ線天文
衛星「Astro－Ｈ」についてご紹介
します。

［講師］JAXA宇宙科学研究所　「Ast
　ro－Ｈ」開発メンバー　飯塚亮
愛86名（先着順）
挨無料
◎直接会場へお越しください。
◎入場整理券（１人１枚）を当日正午

から受付で配布します。
逢郷土天文館「タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７

催し物
友好都市の東根市「さくらん
ぼ祭開催」
　山形県の品評会でもたいへん評判
の高い果樹王国ひがしねのさくらん
ぼを気軽に味わえるイベントが別表
２のとおり開催されます。
　昨年に引き続き「さくらんぼ種飛

ばし大会」も行われます。ぜひご参
加ください。
逢・都市間交流事業に関して
　　文化・生涯学習課文化振興係　
　　☎（３５４６）５３４５
　・イベントに関して
　　商工観光課商工観光係
　　☎（３５４６）５３２８　
　　東根市商工観光課
　　☎０２３７（４２）１１１１

別表2
さくらんぼ種飛ばし大会

日　時 会　場 定　員
6月29日（土）　午前10時30分～ 築地場外市場旧B棟広場 

 ◎会場で販売も行います。 500人

　  30日（日）　午後1時～ 月島西仲共栄会商店街（一番街） 300人
◎会場で先着順に受付（参加無料）
さくらんぼの販売

日　時 会　場
6月30日（日）　正午～午後4時 月島西仲共栄会商店街（一番街）
7月1日（月）　 午前11時～午後3時30分 日本橋プラザ

◎主催：果樹王国ひがしね観光物産推進協議会
◎各会場とも売り切れ次第終了

税
中央都税事務所からの
お知らせ
　６月は固定資産税・都市計画税第
１期分の納期です。
　納税通知書は、６月３日（月）に発
送します。近くの金融機関、コンビ
ニエンスストアなどで７月１日（月）
までに納めてください。
　納税には、安心で便利な口座振替
が利用できます。
　また、金融機関・郵便局のペイジ
ー対応のＡＴＭ、インターネットバ
ンキングやモバイルバンキングでも
納付できます。ぜひご利用ください。
逢中央都税事務所
　☎（３５５３）２１５１
・口座振替の申込方法などについて
　都主税局徴収部納税推進課口座振

替係
☎（５９１２）７５２０

給与所得者が年の途中で退職
した場合の特別区民税・都民
税の納付方法
　次のいずれかの方法で特別区民税・
都民税を納めてください。
・退職時に特別徴収により、まとめ

て納める
・普通徴収により納める

・転職した場合で、転職先の会社の
給与から引き続き特別徴収により
納める

◎退職した場合は、特別徴収義務者
（給与支払者）から異動届出書の提
出が必要になります。

逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

特別区民税・都民税の
減免申請
　生活保護を受けているときや災害
などで納税が困難なときは、減免の
制度があります。納期限の７日前ま
でに申請してください。
逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

６月は特別区民税・都民税
（普通徴収分）の
第１期分の納期です
　特別区民税・都民税（普通徴収分）
の納税通知書および納付書を６月10
日（月）に郵送します。
　第１期分の納期限は、７月１日

（月）です。
　お近くの金融機関、郵便局、コン
ビニエンスストア（納付書に記載さ
れた額が30万円以下のもの）または
区役所２階税務課、日本橋・月島特
別出張所で納めてください。
逢税務課収納係
　☎（３５４６）５２７６
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テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ９チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM 
10：00・PM0：00・PM8：00）、東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ５チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM9：30・PM0：
00・PM7：30）で放送しています。
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◎
切
り
取
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

緊 急 の 診 療 案 内緊 急 の 診 療 案 内 ●保険証と乳医療証（小学校就学前の方）、
　 子 医療証（小・中学校就学中の方）を必ずお持ちください。

■ 内科・小児科診療

東京都医療機関案内サービスひまわり ☎
☎
（5272）0303

対 象 中学生まで（15歳以下）
の急病患者

場 所 聖路加国際病院
小児総合医療センター
明石町10－1
☎（5550）7040

受付時間 午後6時45分～9時45分
（診療開始は午後7時～）

東
（携帯電話・PHS・プッシュ回線からは#7119）
京消防庁救急相談センター （3212）2323

診療時間 土　曜

○ ○
○
○

○

○
－ －

○

日曜、国民の祝日および年末年始
午後5時～10時 午前9時～午後5時 午後5時～10時

中央区休日応急診療所 ☎（3533）3136
京橋休日応急診療所　 ☎（3561）5171
日本橋休日応急診療所 ☎（5640）2570

場　　所 担　　当

中央区医師会
☎（3531）1048

日本橋医師会 ☎（3666）0682

京橋歯科医師会 ☎（3538）2700

京橋薬剤師会 ☎（3567）5386

☎（3661）1565

■ 歯科診療
診療時間 土　曜

○
○－ －

－ －

日曜、国民の祝日および年末年始
午後5時～10時 午前9時～午後5時 午後5時～10時

中央区休日応急歯科診療所 ☎（3541）5420
日本橋休日応急歯科診療所 ☎（5640）5256

場　　所 担　　当

■ 調剤薬局
診療時間 土　曜

○ ○ ○

日曜、国民の祝日および年末年始
午後5時～10時 午後5時～10時

中央区休日応急薬局 ☎（3533）5170
日本橋薬剤師会 ☎（3666）6554○ ○ ○日本橋休日応急薬局 ☎（5640）9856

場　　所 担　　当

佃
公
園

佃
大
橋

清澄通り

月
島
駅

佃2-17-8
有楽町線・
大江戸線月島駅
4番出口徒歩1分

京
橋
休
日
応
急
診
療
所

↑
宝
町
駅

昭
和
通
り

京橋公園
銀座1-25-3
（京橋プラザ内）

有楽町線新富町駅
2番出口徒歩4分

浅草線宝町駅
A1出口徒歩5分

新富町駅新富町駅

日
本
橋
休
日
応
急
薬
局

日
本
橋
休
日
応
急
歯
科
診
療
所

日
本
橋
休
日
応
急
診
療
所 日本橋久松町1-2

日比谷線・浅草線人形町駅
A4出口徒歩7分

金座通り

久松小学校
久松幼稚園

久松警察署
ＮＴＴ
茅場兜

←人形町駅

毎日の診療案内（24時間）

診 療 日 月～金曜日
（国民の祝日、年末年始は除く）

↑
新
富
町
駅

聖
路
加
国
際
病
院

築
地
川
公
園 ←入口

←築地駅

中央区保健所

明石小学校 小児総合医療センター

有楽町線新富町駅
6番出口徒歩10分

日比谷線築地駅
3番出口徒歩7分

有楽町線新富町駅
6番出口徒歩10分

日比谷線築地駅
3番出口徒歩7分

平日準夜間の小児科診療土曜・休日の診療

午前9時～午後5時

◎緊急の場合以外は、通常の診療時間内に各医療機関で診療を受けてください。定期的に受診することはできません。

中
央
区
休
日
応
急
診
療
所

中
央
区
休
日
応
急
薬
局

中
央
区
休
日
応
急
歯
科
診
療
所

あかつき公園

入口入口

聖路加
国際病院
本館

築
地
川
公
園

築
地
川
公
園

至

晴
海
通
り

聖
路
加
タ
ワ
ー新

大
橋
通
り

↑
新
富
町
駅

日比谷線築地駅3番出口徒歩7分
有楽町線新富町駅6番出口徒歩10分

明石町
12-1

（中央区保健所内）

←築地駅

◎年末年始は、12月29日から1月3日までです。

お江戸日本橋歯科医師会

平成2５年６月１日現在

保健・医療・福祉
６月・７月生まれの方へ
「がん検診等受診券」を
発送しました
亜40歳以上の区民の方
挨無料（ただし、精密検査は受診者

負担）
逢福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７

元気高齢者のための
「いきいきゴムバンド教室」
受講生募集
　ゴムバンドなどを使った簡単なト
レーニングをいきいき館（敬老館）で
３カ月間行います（一部介護予防に
関するミニ講習会も含む）。
　健康づくりをしたい方、興味があ
る方はぜひご参加ください。
唖・娃別表のとおり
亜区内在住で60歳以上の健康な方
◎次のいずれかに該当する方は参加

できませんので、ご了承ください。
・要介護認定または要支援認定な

どを受けている方

・心臓病、重度の高血圧、骨粗し
ょう症などの方

◎運動中のけがや事故を防止するた
め、上記以外でも教室に参加でき
ない場合もありますので、あらか
じめご相談ください。

阿血圧測定実施後、ゴムバンドなど
を使用し筋力を高める運動や椅子
を活用した体操を行います。

愛各館10名（先着順、新規の方を優
先）

挨無料
姶６月１日（土）から各いきいき館の

窓口で直接申込む。　
◎詳しくは各いきいき館（別表参照）

にお問合せください。
別表

日　時
7月4日～9月19日 

第1、第3木曜日(計6回)
7月9日～9月24日 

第2、第4火曜日(計6回)
7月10日～9月25日 

第2、第4水曜日(計6回)
午前9時30分～正午 午前9時30分～正午 午前9時30分～正午

会　場 いきいき桜川 
（桜川敬老館）

いきいき浜町 
（浜町敬老館）

いきいき勝どき 
（勝どき敬老館）

住　所 入船1―1―13 日本橋浜町3―37―1 
浜町会館2F 勝どき1―5―1

問合せ先 ☎（3553）0030 ☎（3669）3385 ☎（3531）3258
◎いきいき館の利用には利用者証が必要となります。初めて利用する方は保険証など本

人確認書類をご持参ください。
◎本事業はさわやか健康教室いきいき館コースの名称が変わったものです。

講　座
第12回芝浦工業大学
SITテクノロジーカフェ

「超伝導」ってなに？
唖６月21日（金）
　午後６時30分～８時
娃芝浦工業大学佃イノベーションス

クエア（中央区佃２－１－６リバ
ーシティ M－SQUARE７階）

亜高校生以上ならどなたでも
阿リニア新幹線などで、色々な使わ

れ方をしている超伝導について超
伝導浮上の実演を交えながらお話
をします。ぜひ、この機会に超伝
導が私たちにもたらす恩恵を一緒
に教えていただきましょう。

［講師］芝浦工業大学学長　村上雅人
愛30名（先着順）
挨無料
姶６月３日（月）から19日（必着）まで

に電話またはファクス、Ｅメール
に①～④（７頁記入例参照）を記入
して申込む。

◎電話は平日の午前９時から午後５
時まで受け付けます。

◎複数名参加の場合は全員名を記載
してください。
逢芝浦工業大学ＳＩＴ総合研究所
　佃イノベーションスクエア
　☎（５８５９）８６７０
　FAX（５８５９）８６７１
絢tsukuda@ow.shibaura-it.ac.jp

人権問題雇用主研修会
　人権問題の正しい理解と認識を深
め、就職の機会均等の確保と就職差
別の解消を図ることを目的として、
研修会を開催します。
唖６月19日（水）・20日（木）
　午後１時30分～４時
◎いずれか都合の良い日に直接会場

へお越しください。
娃銀座ブロッサム（中央会館）ホール
亜企業の経営者および人事担当役員

など
阿「ネット上の人権侵害」

［講師］株式会社情報文化総合研究所
所長、武蔵野大学教授　佐藤佳弘
愛900名
挨無料
逢飯田橋公共職業安定所
　☎（３８１２）８７８１

女性センター「ブーケ21」
水曜イブニングトーク
　水曜日の夜にお話を伺いながら皆
さんでおしゃべりしませんか。
　今年のテーマは「銀座のアートと
女性」です。皆さんのご参加をお待
ちしています。
唖７月３日（水）
　午後６時30分～８時
娃女性センター「ブーケ21」

［テーマ］銀座のまちづくりにおける
アートの位置

［ゲスト］銀座街づくり会議事務局長
竹沢えり子
挨無料
姶６月１日（土）から電話またはファ

クスに①～④（７頁記入例参照）を
記入して申込む（電子申請も可）。

逢女性センター「ブーケ21」内
　総務課女性施策推進係

　☎（５５４３）０６５１
　FAX（５５４３）０６５２

子育て支援講習会
～子どものこころとことばを育む

コミュニケーションとは～

唖７月５日（金）
　午前10時～正午
娃中央区保健所２階大会議室
亜区内在住の乳幼児の保護者
阿子どもの成長・発達を促すコミュ

ニケーション方法を毎日の子育て
の中に楽しく取り入れてみません
か。

［講師］Saya-Sayaことばの教室代
表　松本美代子
愛40組（先着順）
挨無料
姶６月３日（月）から電話または電子

申請で申込む。
◎７カ月以上のお子さんの保育をし

ます。保育を希望する方は、６月
21日（金）までにお申込みください

（15名程度、申込多数の場合は抽
選）。７カ月未満のお子さんや保
育の抽選にもれた場合は、保護者
と一緒にご参加ください。
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

息苦しさを和らげる
ゆっくり体操
唖６月27日（木）
　午後２時30分～４時30分
娃日本橋社会教育会館７階第１洋室
亜区内在住・在勤で気管支ぜん息な

どの呼吸器疾患がある方
阿息苦しさを和らげたり、呼吸を楽

にする体操
［講師］新葛飾病院理学療法士
　根本伸洋
愛20名（先着順）
挨無料
姶６月３日（月）から14日（金）までに

電話で申込む。
逢福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５４００

✂〈キリトリ〉
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(8)「区のおしらせ　中央」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場・一部金融機関・百貨店・ファミリーマート（一部
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わんぱく相撲　中央区大会
5月19日、総合スポーツセンターで ｢わんぱく相撲 中

央区大会｣ が開かれました。当日は877名の子どもが参
加し、客席から熱のこもった応援の中、押し出しや突き
出しなどの決まり手を見せるなど、元気いっぱいに相撲
を取り、会場を沸かせていました｡
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光
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。
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光
協
会

特
派
員
が
案
内
す
る「
産
業
コ
ー

ス
」の
３
コ
ー
ス
で
す
。
中
央
区

大
好
き
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
案
内

で
楽
し
め
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

実
施
期
間

　
７
月
～
12
月

募
集
開
始
日

　
６
月
３
日（
月
）～

◎
締
切
日
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ス

ご
と
に
異
な
り
ま
す
。
別
表
１

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎「
ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ

ー
ス
」は
、
９
月
２
日（
月
）か

ら
の
募
集
と
な
り
ま
す
。

コ
ー
ス

　
文
化
５
コ
ー
ス
、
産
業
８
コ
ー

ス
、
ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
４

コ
ー
ス
の
全
部
で
17
コ
ー
ス
計
35

回
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
別
表
１
を
ご
確
認
下
さ

い
。

◎
コ
ー
ス
に
よ
り
参
加
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
注
意
事
項
を
ご
確

認
の
上
、
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

定
員

文
化
・
ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

コ
ー
ス

　
各
回
15
名

産
業
コ
ー
ス

　
各
回
10
名

◎
応
募
人
数
が
定
員
を
上
回
る
場

合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

参
加
費

　
無
料

応
募
方
法

は
が
き
で
の
申
込
み

　
募
集
チ
ラ
シ
に
掲
載
し
て
い
る

専
用
は
が
き
ま
た
は
往
復
は
が
き

に
、
①
希
望
コ
ー
ス
名
②
日
時
③

参
加
者
の
氏
名
と
ふ
り
が
な
・
住

所
・
年
齢
・
緊
急
連
絡
先
を
記
入

し
、専
用
は
が
き
の
場
合
は
往
信・

返
信
用
共
に
切
手
を
貼
付
し
て
申

込
む
。

◎
は
が
き
1
枚
に
つ
き
１
コ
ー
ス

（
４
名
ま
で
）で
お
願
い
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
み

　
中
央
区
観
光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の「
中
央
区
新
発
見
！『
ま
ち
歩

き
ツ
ア
ー
参
加
者
募
集
！！
』」か
ら

必
要
事
項
を
記
入
し
て
申
込
む
。

別表１
コース名 実施日・開始時間 引率 締切日

（必着）

文
化
コ
ー
ス

●歩いて学ぶ芝居の歴史
　京橋跡・新富座跡・築地小劇場跡・森田座跡・

歌舞伎座など
①7月20日（土）
②10月20日（日）

午後1時30分～3時 文化財サポ
ーター協会

①7月10日
②10月10日

●潮匂う隅田川の分岐点
　月島駅・佃島渡船場跡・石川島灯台・タイタニ

ックデッキ・石川島造船所跡・相生橋など
①7月28日（日）
②11月9日（土）

①7月18日
②10月30日

●＂江戸名所大川端＂浜町河岸・両国広小路を訪ね
る

　浜町公園・浜町河岸・薬研堀不動院・両国広小
路跡・郡代屋敷跡など

①9月7日（土）
②11月24日（日）

①8月28日
②11月14日

●銀座で開運?!稲荷巡り
　京橋跡・幸稲荷・朝日稲荷・宝童稲荷・あづま

稲荷・豊岩稲荷など
①9月29日（日）
②12月7日（土）

①9月19日
②11月27日

●お江戸日本橋　七ツ立ち
　日本橋・名水白木屋の井戸跡・江戸秤座跡・歌

川広重住居跡･京橋跡など
①10月5日（土）
②12月1日（日）

①9月25日
②11月21日

ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

●＂ハイカラ銀座＂八丁歴史散歩
　京橋跡・銀座ガス灯通り・銀座発祥の地・和

光・金春屋敷跡・新橋跡など

11月4日（祝） ①10時～11時30分
②午後1時30分～3時

文化財サポ
ーター協会

［申込期間］
9月2日（月）
～
10月25日

（金）

●江戸・日本の出発点！日本橋を巡る
　日本橋・一石橋・日本銀行本店本館・三井本

館・日本橋など
●江戸情緒たっぷり～人形町・甘酒横丁を歩く
　浜町公園・明治座・甘酒横丁・大観音寺・旧芝

居町跡・小網神社など
●築地居留地と隅田川テラスを歩く
　築地本願寺・蘭学事始地・聖路加国際病院・隅

田川テラス･勝鬨橋など

産
業
コ
ー
ス

●老舗コース①
　日本橋の老舗３店「木屋」「山本海苔店」「文明堂」

で、お店の歴史や商品の裏話を聞く

①8月1日（木）
②9月17日（火）
③11月5日（火）

午前10時～正午 中央区観光
協会特派員

①7月22日
②9月6日
③10月25日

●老舗コース②
　江戸時代創業の老舗３店 ｢にんべん」｢榮太樓總

本鋪」「山本山」で、お店の歴史や商品の裏話を
聞く

①7月23日（火）
②9月2日（月）
③10月15日（火）

①7月12日
②8月23日
③10月4日

●老舗コース③
　江戸時代創業の老舗「江戸屋」｢小津和紙」「伊場

仙」でお店の歴史や商品の裏話を聞く

①7月16日（火）
②9月26日（木）
③11月19日（火）

①7月5日
②9月16日
③11月8日

●築地場外市場コース
　場外市場で人気の老舗店「正本」「つきぢ松露」

「紀文食品総本店」「吹田商店」で、商品にまつ
わる築地の話を聞く

①7月25日（木）
②10月17日（木）
③11月7日（木）

①7月15日
②10月7日
③10月28日

●銀座画廊コース①
　銀座の画廊「秋華洞」「村越画廊」「銀座美術」で

絵画に親しみ、絵と画廊の裏話を聞く
7月18日（木） 7月8日

●銀座画廊コース②
　銀座の画廊「東京画廊」「小林画廊」「ギャルリー

ためなが」で絵画に親しみ、絵と画廊の裏話を
聞く

9月19日（木） 9月9日

●銀座画廊コース③
　銀座の画廊「銀座柳画廊」「至峰堂画廊」「日動画

廊」で絵画に親しみ、絵と画廊の裏話を聞く
11月21日（木） 11月11日

●京橋でおもしろ体験
　「ペンステーション」「環境情報センター」を巡

り「中央エフエム」でラジオ収録体験
①8月6日（火）
②9月30日（月）

①7月26日
②9月20日

◎各コースとも、所用時間は約2時間程度を予定。すべて徒歩での移動となります。
◎天候、店舗の都合その他により訪問先が変更になる場合があります。
◎その他申込チラシおよび中央区観光協会ホームページをご覧ください。

整
備
を
計
画
的
に
進
め
て
い
き
ま

す
。

※
問
合
せ
先　

　
教
育
委
員
会
事
務
局
副
参
事

　
（
教
育
制
度
・
特
命
担
当
）

 

☎（
３
５
４
６
）５
５
２
３

　
教
育
委
員
会
事
務
局
庶
務
課
学

　
校
施
設
整
備
主
査

 

☎（
３
５
４
６
）５
４
９
８

◎
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

決
定
通
知
方
法

　
開
催
日
の
７
～
９
日
前
ま
で
に
、

返
信
用
は
が
き
ま
た
は
メ
ー
ル
で

参
加
の
抽
選
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

※
問
合
せ（
申
込
）先

　
〒
１
０
４

－

０
０
６
１

　

 

中
央
区
銀
座
１

－

25

－

３
京
橋

プ
ラ
ザ
３
階

　

 

中
央
区
観
光
協
会「
ま
ち
歩
き

ツ
ア
ー
」係

 

☎（
６
２
２
８
）７
９
０
７

観
光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

 http://w
w

w
.chuo-kanko.

or.jp

別表２　対応が必要な小学校・幼稚園
学校名 対応方針 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

豊　　海 隣接公園に新校舎を建設（改築） 設計 ★開設

久　　松 校庭部分に屋上プール校舎を増築 設計 ★開設

月島第二 校庭部分に増築 設計 建築工事 ★開設

有　　馬 校庭部分に増築 設計 建築工事 ★開設

日 本 橋 複合施設内改修で対応 設計 改修工事

◎教育環境の整備に関する基礎調査報告書は区ホームページの教育委員会でご覧になれます。

中
央
区
新
発
見
！

�

﹁
ま
ち
歩
き
ツ
ア
ー
﹂参
加
者
募
集

小
学
校
・
幼
稚
園
の

増
・
改
築
に
取
り
組
み
ま
す

建築工事

建築工事

▲昨年の「まち歩きツアー」銀座画廊コースの様子


